
 

 

「みちのく夢プラザ」イベントコーナー利用要領 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、「みちのく夢プラザ」催事コーナー及び企画コーナー（以下、「イベ

ントコーナー」という。）の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（利用者） 

第２ イベントコーナーを利用できる者は、青森県、岩手県及び秋田県の観光の振興、物

産の振興等に資する催事を行う者及び下記の者で、北東北三県福岡合同事務所運営協

議会会長（以下、「会長」という。）が認める者とする。 

(1) 北東北との交流を念頭におきつつ、地域の観光の振興、物産の振興等に取り組む

九州地区の市町村及び関係団体 

(2) 九州地区の自然災害に対して北東北三県福岡合同事務所運営協議会が行う事業者

支援の対象者 

 

（利用申し込み） 

第３ イベントコーナーの利用を希望する者は、様式第１号により会長に利用申し込みを

するものとする。 

 

（利用期間） 

第４ イベントコーナーの利用期間は、原則として２週間以内とする。ただし、会長は１

か月を上限として利用を認めることができる。 

 

（利用者の調整、通知） 

第５ 会長は、第３の規定により申し込みをした者の中から、利用期間、利用内容等を審

査し、必要な調整を行ったうえで利用者を決定し、様式第２号により、許可を通知す

るものとする。 

 

（使用目的の指定等） 

第６ 利用者は、会長から許可を受けた内容以外の利用を行ってはならない。また、使用

権の譲渡、転貸をしてはならない。 

 

（イベントの運営） 

第７ イベントの運営は、利用者が行うものとする。 

 

（利用条件） 

第８ 利用条件は、次のとおりとする。 

(1) 利用者は、イベントの実施及び施設利用に際し会長及び「みちのく夢プラザ」の

運営を受託した者（以下、「受託者」という。）の指示に従うものとする。 

(2) 利用者は、原則としてイベント期間中、商品の説明等に従事する説明員を配置す

るものとする。 

  



 

 

(3) 利用者は、次に掲げる業務を、自らの責任において行うものとする。 

ア 商品陳列、ディスプレイ設置 

イ プライスカード及びチラシ等販促資材の作成、コピー、掲示 

ウ 釣銭の準備 

エ 商品の販売、金銭管理 

オ 領収書の準備、発行 

カ 商品の包装（熨斗や包装資材の準備を含む） 

キ 商品の発送（代金引換を含む） 

ク 使用している機材や什器の管理 

ケ 商品梱包、ディスプレイ撤去 

コ 返送品の発送 

(4) 利用者は、次に掲げる業務について、会長及び受託者の協力を得ることができる。 

ア 商品荷受け 

イ 販売台、陳列棚の設置 

ウ クレジットカードでの支払対応（カード手数料は利用者が負担する） 

(5) 利用者は、北東北三県福岡合同事務所運営協議会（以下「協議会」という。）が

保有する販売台その他の機材を、数に余裕のある範囲内で利用することができる。

ただし、機材数が不足する場合は、会長の承認を得て利用者の負担により手配する

ものとする。 

(6) 利用者は、施設内への機材等の搬入、搬出及びイベントの開催、運営に要する経

費を負担するものとする。 

ただし、協議会が主催するイベントに参加する場合においては、その費用の一部

を協議会が負担することができるものとする。 

(7) 会長及び受託者は、施設の管理運営上必要とする場合は、利用者に対し利用物の

移動、撤去、交換等を命ずることがある。 

(8) 税率の異なる販売商品の把握を必要とすることから、販売を目的とする利用者は、

許可後初回出店前に様式第３号により、販売商品リストを提出するものとする。ま

た、販売商品に変更等があった場合は、変更後の様式第３号を、速やかに提出する

ものとする。 

 

（売上金） 

 第９ 販売を目的とする利用者は、売上金、みちのく夢プラザアンテナショップのレジ

に入金することを原則とする。 

ただし、やむを得ない理由により入金することができない場合（クレジットカー

ドによる売上等の場合）は、各日の売上金額を会長又は受託者に報告するものとす

る。 

なお、入金された売上金の中から、受託者が資材や金銭管理等に要する経費を徴

収することがある。 

 

  



 

 

（施設の維持保全） 

第 10 利用者は、利用施設を善良な管理者の注意をもって維持保全しなければならない。 

２  利用者の責に帰すべき理由により、施設内の設備、備品等の破損、損傷が生じた場

合、利用者は原状回復の責任を負うものとする。 

 

（事故防止及び損害賠償） 

第 11 利用者は、イベントに起因する事故等の防止に努めるものとし、発生した事故等に

よる損害についてその責任を負うものとする。 

  

（許可の取消し） 

第 12 次の各号の一に該当するときは、この利用を取り消す。 

(1) この要領の規定に違反したとき 

(2) 不正の方法により許可を受けたとき 

２  前項の取消しによって、利用者が損害を受けることがあっても協議会はこれを賠償

しない。 

 

（返還） 

第13 利用者は、利用期間が満了したとき又は前条第一項の規定により許可の取り消しを

受けた場合には、利用施設及びその周辺を清掃の上、原状に復して返還しなければな

らない。 

 

（その他） 

第 14 この要領に定めない事項及び疑義の生じた事項については、会長と利用者が協議し

て定めることとする。 

２  会長は、この要領に定めるもののほか、イベントコーナーの利用に関し必要な事項

を別に定めることができる。 

 

附 則 

この要領は、平成 17年７月 28日から施行する。 
    

附 則 

この要領は、平成 20年４月１日から施行する。 
    

附 則 

この要領は、平成 21年４月１日から施行する。 
  

附 則 

この要領は、平成 25年６月 13日から施行する。 
 

附 則 

この要領は、平成 26年５月 13日から施行する。 
 

  



 

 

附 則 

この要領は、平成 26年７月 17日から施行する。 
 

附 則 

この要領は、平成 30年４月１日から施行する。 
 

附 則 

この要領は、令和元年 10月１日から施行する。 
 

附 則 

この要領は、令和２年７月１日から施行する。 
 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 
 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和５年３月２８日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。



 

 

様式第１号（第３関係） 

令和  年  月  日  

 

北東北三県福岡合同事務所運営協議会会長 殿 

 

                              住  所  

                利用者名  

                代表者職・氏名   

 

「みちのく夢プラザ」イベントコーナー利用申込書 

 

 下記のとおり、「みちのく夢プラザ」イベントコーナーを利用したいので、「みちのく

夢プラザ」イベントコーナー利用要領第３の規定により申し込みます。 

 

                                   記 

 

イベントテーマ 
 

 

イベントの主旨 
 

 

希望期間  

イベントの内容 

（販売、展示、ＰＲ内容等） 

 

 

 

使用場所・ブース数 

・使用什器等 

 

■使用場所 １階催事コーナー（  ブース）・２階企画コーナー 

■出店者が準備する什器   

                           

                                                     

 ・電気使用            （ 有 ・ 無 ）※100Ｖのみ 

 ・電気調理器等使用電力（     Ｗ）※100Ｖのみ 

連絡先 

（住所、代表者氏名、

電話・ＦＡＸ等） 

住所及び代表者： 

 

 

担当： 

  

TEL：                  FAX：  
  



 

 

様式第２号（第５関係） 

三  福  号  外  

                                                       令和 年  月  日  

 

 （利用申込者） 様 

 

                   北東北三県福岡合同事務所運営協議会会長 

 

「みちのく夢プラザ」イベントコーナーの利用について 

 

令和  年  月  日付けで申込みのあった「みちのく夢プラザ」イベントコーナー

の利用について、次のとおり許可します。 

 

記 

 

１ テーマ 

 

２ 主旨 

 

３ 利用期間   令和  年  月  日（ ）～令和  年  月  日（ ） 

 

４ 利用場所   １階催事コーナー ブース （または、２階企画コーナー）  

 

５ 利用内容   利用申込書のとおり （または、○○の販売など） 

 

６ 利用条件、その他 

（１）イベントの実施にあたっては、「『みちのく夢プラザ』イベントコーナー利用要

領」及び「みちのく夢プラザイベントコーナー利用（物産販売）に関する注意事

項」を遵守すること。 

（２）荷物等の搬入、搬出及び設置等については、利用者の責任において行うとともに、

予めその時間・内容等について協議すること。 

（３）店舗内の機器を使用する必要が生じたときは、申し出ること。 

（４）「みちのく夢プラザ」の運営受託者が資材や金銭管理等に要する経費を徴収するこ

とがあります。 

 

 
担 当：北東北三県福岡合同事務所運営協議会 

    （担当者名） 

ＴＥＬ：092-736-1129 ＦＡＸ：092-716-2037 

E-mail：※省略可 


